
 網  ⾛  市  ⾃  主  防  災  組  織  等  活  動  補  助  ⾦  交  付  要  綱 

 (⽬  的) 
 第  １  条     こ  の  要  綱  は、  ⾃  主  防  災  組  織  等  が  ⾏  う  防  災  活  動  の  促  進  を  ⽬  的  に  交  付 

 す  る  網  ⾛  市  ⾃  主  防  災  組  織  等  活  動  補  助  ⾦  （以  下、  「補  助  ⾦」  と  い  う。)  に  つ 
 い  て、  網  ⾛  市  補  助  ⾦  等  交  付  規  則  （昭  和  ５  ７  年  規  則  第  １  ８  号）  に  定  め  る  も 
 の  の  ほ  か、  必  要  な  事  項  を  定  め  る  こ  と  を  ⽬  的  と  す  る。 

 （補  助  対  象  者） 
 第  ２  条     補  助  対  象  者  は、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  と  お  り  と  す  る。 
    (1)     ⾃  主  防  災  組  織 
    (2)     町  内  会‧  町  内  会  連  合  会 
    (3)     そ  の  他  市  ⻑  が  特  に  認  め  る  者 
 （補  助  対  象  事  業） 
 第  ３  条     補  助  対  象  事  業  は、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  と  お  り  と  す  る。 
    (1)     ⾃  主  防  災  訓  練 
    (2)     防  災  に  関  す  る  教  育  ⼜  は  啓  発  を  ⽬  的  と  す  る  事  業 

 (3)     そ  の  他  市  ⻑  が  特  に  認  め  る  事  業 
 （補  助  ⾦  の  交  付） 
 第  ４  条     市  ⻑  は、  前  条  に  規  定  す  る  補  助  対  象  事  業  の  実  施  に  必  要  な  経  費  の  ⼀  部 

 に  つ  い  て、  予  算  の  範  囲  内  に  お  い  て  補  助  ⾦  を  交  付  す  る。 
 ２     市  ⻑  は、  補  助  ⾦  の  交  付  を  受  け  よ  う  と  す  る  者  が、  前  条  に  規  定  す  る  事  業  を 

 実  施  す  る  場  合  に  お  い  て、  他  の  補  助  ⾦  の  交  付  を  受  け  て  い  る  と  き  は、  前  項  の 
 規  定  に  か  か  わ  ら  ず、  補  助  ⾦  を  交  付  し  な  い  も  の  と  す  る。 

 （補  助  対  象  経  費） 
 第  ５  条     補  助  対  象  経  費  は、  別  表  に  掲  げ  る  と  お  り  と  し、  第  ３  条  に  規  定  す  る  補 

 助  対  象  事  業  に  要  す  る  経  費  と  す  る。 
 （補  助  ⾦  額） 
 第  ６  条     補  助  ⾦  額  は、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  と  お  り  と  す  る。 
    (1)     第  ３  条  第  １  号  に  規  定  す  る  事  業  は、  補  助  対  象  経  費  の  全  額  と  し、  ２  万  円 

 を  限  度  と  す  る。 
    (2)     第  ３  条  第  ２  号  に  規  定  す  る  事  業  は、  補  助  対  象  経  費  の  全  額  と  し、  ５  万  円 

 を  限  度  と  す  る。 
 （網  ⾛  市  補  助  ⾦  等  交  付  規  則  の  準  ⽤） 
 第  ７  条     当  該  補  助  ⾦  の  交  付  に  か  か  る  申  請、  交  付  決  定  及  び  実  績  報  告  そ  の  他  の 

 ⼿  続  き  は、  網  ⾛  市  補  助  ⾦  等  交  付  規  則  第  ４  条  か  ら  第  ２  ６  条  の  規  定  を  準  ⽤  す 
 る。 

 （そ  の  他） 
 第  ８  条     こ  の  要  綱  に  定  め  る  も  の  の  ほ  か、  必  要  な  事  項  は、  市  ⻑  が  定  め  る。 

 附     則 
    こ  の  要  綱  は、  令  和  ５  年  ４  ⽉  １  ⽇  か  ら  適  ⽤  す  る。 



 別  表     補  助  対  象  経  費 

 補  助  対  象  事  業  補  助  対  象  経  費 
 ⾃  主  防  災  訓  練  ‧  消  耗  品  費、  通  信  運  搬  費、  印  刷  製  本  費、 

 会  場  借  上  料、  保  険  料、  燃  料  費、  原  材  料 
 費  等  の  経  費 

 防  災  に  関  す  る  教  育  ⼜  は 
 啓  発  を  ⽬  的  と  す  る  事  業 

 ‧  消  耗  品  費、  通  信  運  搬  費、  印  刷  製  本  費、 
 会  場  借  上  料、  講  師  旅  費、  講  師  謝  礼  等  の 
 経  費 


